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前橋市立小中学校の適正規模・適正配置基本方針改訂版 

【概要版】 
 

１ 基本方針改訂の趣旨 

  「前橋市立小中学校の適正規模・適正配置基本方針」については、平成２０年８月

に策定し、その策定から１５年以上が経過した今、少子化の進行や地域の実情の変化

など、児童生徒を取り巻く環境が大きく変化してきている。 

そこで、児童生徒数の減少期において、よりよい教育環境の整備・充実を図るため、

現状や今後の児童生徒数の見通しに即して基本方針の改訂を行うもの。 

 

２ 基本方針（改訂版）の適用期間 

   令和７年度から令和１６年度までの１０年間とし、社会情勢の変化や児童生徒数の

実情などに対応するため、令和１２年度を目途に見直す。 

 

３ 児童生徒数の推移と見込み（みやま分校除く） 

小学校の児童数は１０年前と比較すると２，５１６人減少（１４．５％減少）してお

り、更なる減少が見込まれている。 

また、中学校の生徒数は１０年前と比較すると１，３３０人減少（１４．９％減少）

しており、更なる減少が見込まれている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 学級数の推移と見込み（みやま分校除く。通常学級のみ） 

小学校の学級数は１０年前と比較すると、６７学級減少（１０．６％減少）しており、

更なる減少が見込まれている。 

また、中学校の学級数は１０年前と比較すると、２０学級減少（７．８％減少）して

おり、更なる減少が見込まれている。 
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＊令和７年度から令和１２年度までは、令和６年５月１日現在の各校の児童生徒在籍数、住民基本台帳における

小学校入学予定幼児数、そして、中学校進学見込数をもとに児童生徒数を推計し、そこから学級数を推計した

（学級数については、令和６年度の学級数である小学校１、２年生の３０人、他の学年の３５人で算出した。）。 

＊令和１３年度以降は、令和７年度から令和１２年度までの児童生徒数の予測や、社人研の推計を基に児童生徒

数を推計し、そこから学級数を推計した（学級数については、令和７年度から令和１２年度までの児童生徒あ

たり学級数の平均値を小学校、中学校ごとに算出し、児童生徒数の予測からそれぞれ割り返して算出した。）。 

 

５ 適正規模の基準 

本市における学校の適正規模の基準を次のとおりとする。 

なお、適正規模からは外れるが、児童生徒数の推移を特に注視していく学校を準適正

規模として規定する。 

小学校 

適正規模  １学年平均２学級を下限とする１２学級から１８学級 

準適正規模 ９学級から１１学級、１９学級から２１学級 

中学校 

適正規模  １学年平均４学級を下限とする１２学級から１８学級 

準適正規模 ９学級から１１学級 

＊特別支援学級は、学校規模にかかわらず特別に支援を要する児童生徒のために設置され

るべきものであり、適正規模の検討対象の学級数には含めない。 

＊学級数は、ニューノーマルＧＵＮＭＡ ＣＬＡＳＳ ＰＪにより、小学校１、２年生は  

３０人学級で算出し、他の学年は３５人学級で算出する。 

 

６ 適正配置の基本的な考え方 

児童生徒のよりよい教育環境を整備するために、適正規模の小中学校を実現するには、通学

区域の変更が必要になる場合がある。そのため、児童生徒の通学距離、通学路の安全等を考慮

しながら、学校を地域に適切に配置することを適正配置の基本的な考え方とする。 

また、学校の統合にあたっては、地域の実情を踏まえて、通学可能かどうかを慎重に取り扱

うこととし、通学距離が従前より大幅に伸びる場合には、スクールバス等の多様な交通手段の

導入を検討することとする。 

 

７ 適正規模・適正配置の検討対象校 

本基本方針では、小中学校の準適正規模の基準を下回る学校を小規模校、準適正規模
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又は適正規模の基準を上回る学校を大規模校とし、小規模校や大規模校になってから３

年間が経過し、今後の推計値でも適正規模又は準適正規模への回復が見込めない学校を

検討に取り組む対象校とする。 

なお、適正配置の基本的な考え方に基づき、適正規模校又は準適正規模校であっても、

小規模校や大規模校の解消のために、通学区域の見直しや学校の統合に関係する場合は

検討の対象校とする。 

ただし、令和７年度時点で小規模校や大規模校になってから３年以上が経過し、今後

の推計値でも適正規模又は準適正規模への回復が見込めない学校については、令和８年

度から検討に取り組む対象校とする。 

また、検討にあたっては、対象校の保護者や地域との話し合いの中で、地域の実情に

合わせて取組を進めることとする。 

 

８ 適正規模・適正配置推進の方策 

適正規模・適正配置の推進は、「通学区域の見直し」と、「学校の統合」という２つの

方策を各学校、地域の実態に応じて適切に取り入れつつ、行うこととする。 

通学区域の見直しにあたっては、通学路の安全、通学距離及び隣接校の児童生徒数、

学校と地域とのこれまでの関係などに配慮する。 

また、学校の統合にあたっては、対象校の保護者や地域に対し説明する場を設定し、

理解を得て取組を進めることとし、以下のいずれかに該当する場合には、義務教育学校

への移行も選択肢のひとつとする。 

・小規模の小学校同士が隣接しており、進学先の中学校には、隣接する小学校以外か

らの進学がなく、いずれかの学校の敷地及び施設において必要な教育環境を確保で

きる場合 

・小規模の小学校と小規模の中学校が隣接しており、その校区が同一であり、いずれ

かの学校の敷地及び施設において必要な教育環境を確保できる場合 

 

９ 適正規模・適正配置に伴う教育環境の整備 

学校の適正規模・適正配置を推進する際には、児童生徒にとってよりよい教育環境を

整えるという考え方の下、次の条件整備を行うものとする。 

（１）通学路の安全確保 

（２）学校の施設設備の整備 

（３）児童生徒にとっての環境変化への対応 

 

１０ 学校の統合による跡地・施設利用の基本的な考え方 

統合後の跡地、施設利用については、前橋市市有施設総合管理計画の方向性である「保

有総量の縮減」及び「効率的利活用の推進」に則り、地元の意見等も踏まえながら検討

する。 
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合
意
形
成 

１１ 適正規模・適正配置の手順 

（１）小規模校の適正規模・適正配置 

「通学区域の見直し」及び「学校の統合」による小規模校の適正規模・適正配置

は、各学校と学校を取り巻く地域の状況に応じて検討を推進する。 

（２）大規模校の適正規模・適正配置 

隣接する学校との「通学区域の見直し」により、適正規模・適正配置を検討する

ことを基本とする。 

（３）「適正規模地区委員会」及び「適正規模合同地区委員会」の設置 

適正規模・適正配置を進める際には、対象校に「学校の適正規模を考える地区委

員会」を設置する。「適正規模地区委員会」は、児童生徒の現在及び将来を見通し、

該当校の適正規模化について責任を持った討議を進める。そして、その結果を「○

○校の今後の在り方について」として市教委に報告する。 

さらに、互いに対象校となっている学校の「適正規模地区委員会」で「通学区域

の見直し」、「学校の統合」が同一の方向で合意された場合は、対象校同士の「当該

地域の適正規模を考える合同地区委員会」（以下、「適正規模合同地区委員会」とい

う）を設置する。 

「適正規模合同地区委員会」は、複数校の合意を検討し、その結果を「当該地区

の今後の在り方について」として市教委に報告する。 

「適正規模地区委員会」、「適正規模合同地区委員会」及び市教委との関連は、下

図のとおり 

 

各校の適正規模地区委員会         適正規模合同地区委員会 

【検討内容】 
○自校の適正規模化について 
・通学区域の見直し 
・統合 
・小規模校として存続 

【構成員】10～15 名程度 
校長、PTA・保護者の代表者、自治

会代表者、学校運営協議会委員、当

該校に入学予定の児童生徒の保護

者、地域の青少年育成団体代表者等 
【組織】 
委員長１、副委員長１、書記若干名 

 【検討内容】 
○該当校の適正規模化について 

・統合条件（校舎､校名､校歌等） 
・通学区域及び通学路 
・統合時期 

【跡地利用についての地元要望の集約】 
【構成員】10～15 名程度 
該当校の校長及び該当校の「適正規模地

区委員会」の代表 
【組織】 
委員長１、副委員長１、書記若干名 
 

        方針説明      検討結果報告  方針説明       検討結果報告   

     

 

 

        

・校長は各委員会の構成員とする。 

・事務局は前橋市教育委員会内に置く。 

基本方針により検討

対象校を決定 

前 橋 市 教 育 委 員 会 


